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告 示

高知県告示第398号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例による

ものとされた生活保護法第50条の 2の規定により、指定医療機関

の所在地の変更について次のとおり届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第399号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例による

ものとされた生活保護法第50条の 2の規定により、指定医療機関

の事業の廃止について次のとおり届出があった。

　　平成26年 6 月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　廃止年月日

沢田整形外科　高岡郡佐川町甲2317－14　　　　平26・ 3 ・31

ヤ・シィクリニ　香南市香我美町岸本800－ 1　　 〃    〃　〃

ック

高知県告示第400号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例

によるものとされた生活保護法第54条の 2第 1項の規定による介

護機関として、次のとおり指定した。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第401号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30

号）第14条第 4項においてその例によるものとされた生活保護法

第54条の 2 第 4 項において準用する同法第50条の 2 の規定によ

り、指定介護機関に係る事業所の名称の変更について次のとおり

届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

区分

変更前

変更後

医療機関の名称

高知県立あき総

合病院

医療機関の所在地

安芸市宝永町 1－32

安芸市宝永町 3－33

変更年月日

平成26年 3

月30日

指定年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

医療法人前田会

高岡郡越知町越知甲

2133番地

株式会社オリーブホ

ーム

須崎市桐間南33番地

株式会社はる

高知市葛島一丁目 9

番51号

〃

〃

デイサービスセンターす

こやか

高岡郡越知町越知甲2273

番地 6

通所介護

介護予防通所介護

オリーブホームデイサー

ビスセンター

須崎市桐間南33番地

通所介護

介護予防通所介護

ホームヘルパーステー

ションはる

南国市後免町一丁目 9－

14

訪問介護

介護予防訪問介護

訪問看護ステーションは

る

南国市後免町一丁目 9－

14

訪問看護

介護予防訪問看護

在宅ケアセンターはる

南国市後免町一丁目 9－

14

居宅介護支援事業

平成26年 4

月15日

平成26年 5

月 5日

平成26年 5

月 7日

〃

〃

区分

変更前

事業所の

名称

デイサー

変更年月

日

平成26年

事業所の所在

地

吾川郡仁淀川

事業者の名称

及び主たる事

務所の所在地

有限会社ぬく
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高知県告示第402号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30

号）第14条第 4項においてその例によるものとされた生活保護法

第54条の 2 第 4 項において準用する同法第50条の 2 の規定によ

り、指定介護機関に係る事業所の所在地の変更について次のとお

り届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

変更後

ビスセン

ターおお

ど

仁淀川町

デイサー

ビスセン

ターひな

た荘

4月 1日町森4287番地 もり介護セン

ターおおの

吾川郡仁淀川

町森3675番地

区分

変更前

変更後

事業所の

名称

仁淀川町

デイサー

ビスセン

ターひな

た荘

変更年月

日

平成26年

4月 1日

事業所の所在

地

吾川郡仁淀川

町潰溜567番

地

吾川郡仁淀川

町森4287番地

事業者の名称

及び主たる事

務所の所在地

有限会社ぬく

もり介護セン

ターおおの

吾川郡仁淀川

町森3675番地

高知県告示第403号

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第 8 条第 1 項の規定により、農林水産大臣から次のと

おり種畜証明書を交付した旨の通報があったので、同条第 2項の規定により告示する。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

種畜証明書番

号

11249129194

11240075377

11231935215

21239010001

11260983447

11210764041

11246907368

11140048938

11140218034

11144688048

検査年

月日

平26・

5・12

平26・

5・12

平26・

5・13

平26・

5・14

平26・

5・15

平26・

5・15

平26・

5・15

平26・

5・15

平26・

5・16

平26・

5・16

名前

（登録・登記番号）

岡錦

（全和褐219）

桜嶺

（全和褐原109）

夢千代

（全和褐208）

テツノセンゴクオー

（日軽繁2079）

秀正

（全和褐229）

雅伸

（全和褐203）

嶺重光

（全和褐218）

正義山

（全和褐原89）

南川山

（全和褐原99）

嶺力

（全和褐198）

家畜

の種

類

牛

牛

牛

馬

牛

牛

牛

牛

牛

牛

品種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

サラ

ブレ

ッド

種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

生年月

日

平21・

6 ・13

平19・

3 ・15

平17・

9・ 8

平 4・

5・10

平23・

2・ 8

平17・

5・17

平20・

6 ・ 5

平10・

7・20

平13・

11・ 5

平15・

1・12

検査

成績

2級

1級

1級

2級

1級

2級

1級

特級

特級

1級

飼養者の住所及び

氏名

長岡郡本山町

川村　明博

吾川郡いの町

筒井　英夫

土佐清水市

農事組合法人足摺
岬放牧組合

幡多郡黒潮町

山沖　利之

南国市

高知大学農学部附

属暖地フィールド

サイエンス教育研

究センター

安芸郡田野町

池地　伸之

安芸郡田野町

池地　伸之

室戸市

山下　皓平

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場
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11184512174

11184510187

11214360898

11180756138

11240301353

11246931370

11243970112

11247021261

11252669939

11267672214

11300368227

11339683513

11254006367

11247027324

11260955284

11336778236

11335159616

11334950238

11362313197

11339268482

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

平26・

5・16

千代隆

（全和褐201）

桜栄

（全和褐原104）

北若

（全和褐原107）

東美波

（全和褐原108）

嶺北五月

（全和褐原110）

桜下関

（全和褐原111）

繁舛

（全和褐213）

武蔵

（全和褐214）

岩重久

（全和褐222）

桜山

（全和褐原112）

清王

（全和褐228）

彦星

（全和褐230）

若山桜

（全和褐221）

藤土佐

（全和褐227）

栄司

（全和褐原113）

光若

（ 全 和 1 2 子 高 褐

2008）

桜五月

（ 全 和 1 2 子 高 褐

1035）

山霧

（全和12子高褐72）

南千代司

（ 全 和 1 2 子 高 褐

1122）

春嶺

（全和13子高褐63）

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

褐毛

和種

平15・

10・24

平16・

1・ 7

平17・

1・11

平18・

10・ 5

平19・

5・28

平19・

7・ 3

平19・

8 ・16

平19・

9・26

平21・

4・ 6

平22・

6 ・11

平22・

12・28

平23・

6 ・29

平20・

11・13

平22・

6 ・ 1

平22・

11・12

平24・

5・10

平24・

5・20

平24・

6 ・29

平25・

2・ 2

平25・

4・10

特級

特級

特級

特級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場

高岡郡佐川町

高知県畜産試験場
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高知県告示第404号

農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通

知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定

により告示する。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

1　解除予定に係る保安林の所在場所

吾川郡いの町越裏門字竹ノ川170の12

2　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

3　解除の理由

道路用地とするため

公 告

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第 2 項の規定に基づき、次の肥料の登録の有効期間

を更新した。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

登録番号

高知県第

551号

高知県第

554号

高知県第

654号

高知県第

655号

高知県第

656号

高知県第

590号

肥料の種

類

消石灰

魚かす粉

末

混合石灰

肥料

〃

〃

魚廃物加

工肥料

肥料の名

称

60消石灰

6.0肥料

用魚かす

粉末

粉状10苦

土マリン

エース 5

号

粒状10苦

土マリン

エース 6

号

粒状10ア

ヅマリン

2号

魚廃物加

工肥料

有効期限

平成32年

4月21日

平成32年

6 月30日

平成32年

7月 1日

〃

〃

平成29年

7月 4日

氏名又は

名称

田中石灰

工業株式

会社

星上物産

株式会社

株式会社

古田産業

〃

〃

星上物産

株式会社

住所

南国市稲

生3185番

地

南国市小

籠926番

3

高知市五

台山3983

番地 5

〃

〃

南国市小

籠926番

3

保証成分量

（％）

アルカリ分

60.0

窒素全量

6.0

りん酸全量

8.0

アルカリ分

53.0

く溶性苦土

10.0

アルカリ分

48.0

く溶性苦土

10.0

アルカリ分

43.0

く溶性苦土

10.0

窒素全量

4.5

りん酸全量

6.5

その他の規格

該当なし

〃

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、普通肥

料の公定規格

のとおり。

〃

〃

含有を許され

る有害成分の

最大量は、普

通肥料の公定

規格のとお

生産業者



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
6
5
2
号

　
平
成

2
6
年

6
月
2
7
日
（
金
曜
日
）
　

55

高知県第

575号

消石灰 65消石灰 平成32年

7月 9日

土佐石灰

化工協業

組合

南国市稲

生1328番

地

アルカリ分

65.0

り。

該当なし 家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第16条第 2 項に規定

する平成26年度高知県家畜人工授精等講習会（以下「講習会」と

いう。）を次のとおり実施するので、高知県家畜人工授精等講習

会規程（昭和25年11月高知県告示第521号）第 3 条の規定により

公告する。

平成26年 6 月27日

高知県知事　尾﨑　正直

1　講習会の実施期間

平成26年 7月22日（火）から同月25日（金）まで

2　講習会の実施場所

高岡郡佐川町中組1247

高知県畜産試験場

3　講習会の種類及び対象となる家畜の種類

家畜体外受精卵移植に関する講習会

牛

4　講習会の受講資格

牛についての家畜人工授精に関する講習会及び家畜体内受精

卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者で、かつ、

家畜人工授精師の免許の取得後、県内で家畜体外受精卵移植に

関する業務に従事することが見込まれる者であることとする。

5　講習会の受講手続

受講願書に写真を貼り付けた履歴書及び牛についての家畜体

内受精卵移植に関する講習会修業試験合格証明書の写し又は家

畜人工授精師免許証（家畜体内受精卵移植業務資格を取得して

いる場合に限る。）の写しを添えて、平成26年 7月11日（金）

までに高知県農業振興部畜産振興課に提出すること。

6　講習会の定員

若干名

7　講習会に係る費用の負担

講習会の受講に伴う必要な費用は、当該講習会を受講する者

の負担とする。

8　その他

講習会に関し不明な点は、高知県農業振興部畜産振興課に問

い合わせること。

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第41号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治
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団体）

高知県選挙管理委員会告示第42号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

名称

中元げん

いち後援

会

徳久研二

後援会

宮田俊一

後援会

田中こう

しろう後

援会

清水を元

気にする

会

池田一雄

後援会

小松進後

援会

上田あや

こ後援会

主たる事

務所の所

在地

香南市吉

川町古川

1568番地

安芸市穴

内乙1158

番地 1

長岡郡本

山町寺家

655

土佐清水

市 中 浜

591－ 2

土佐清水

市三崎浦

二丁目 1

－ 9

安芸市赤

野乙20－

1

安芸市土

居827

長岡郡本

山町本山

704番地

代表者氏名

森田　訓行

徳久　研二

宮田　俊一

田中　耕之

郎

白石　晴男

池田　一雄

小松　進

藤川　豊文

会計責任者

氏名

中元　美世

徳久　知子

宮田　良子

田中　彩乃

白石　ふさ

子

池田　誠男

小松　みの

り

藤田　満亮

届出年月日

平26・ 5・

7

平26・ 5・

9

平26・ 5・

15

平26・ 5・

20

平26・ 5・

21

平26・ 5・

22

平26・ 5・

27

平26・ 5・

30

区分

異動

前

異動

後

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

名称

自由民

主党高

知市大

津支部

名称

島岡信

彦後援

会

森けん

きち後

援会

千頭洋

一後援

会

中澤は

ま子後

援会

小松紀

夫後援

会

齊藤一

孝後援

会

代表者氏

名

岡崎　洋

一郎

高村　宏

代表者氏

名

異動なし

森　健吉

堀本　伸

一

森安　正

岡本　篤

志

岡田　敏

明

野田　幸

義

大石　誠

愼

吉川　雪

夫

竹﨑　茂

子

竹崎　知

之武

会計責任

者氏名

異動なし

会計責任

者氏名

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

福留　幸

男

小松　翔

太

異動なし

主たる事

務所の所

在地

高知市大

津甲1187

高知市大

津甲210

－ 1

主たる事

務所の所

在地

香美市土

佐山田町

宝町一丁

目 4－ 1

香美市土

佐山田町

宝町一丁

目 4－37

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

届出年月日

平26・ 5・

23

届出年月日

平26・ 5・

2

平26・ 5・

2

平26・ 5・

21

平26・ 5・

21

平26・ 5・

23

平26・ 5・

30
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高知県選挙管理委員会告示第43号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第 7 条第 1 項の規定により次の

とおり異動の届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

法第19条の 7第 1項第 1号に係る国会議員関係政治団体

名称

民主党高

知県第 2

区総支部

異動事項

代表者

届出年月日

平26・ 5・

15

異動前

武内　則男

異動後

広田　一

高知県選挙管理委員会告示第44号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

により次のとおり解散の届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体

高知県選挙管理委員会告示第45号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項の規定

により次のとおり資金管理団体でなくなった旨の届出があった。

平成26年 6 月27日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

資金管理団体

労 働 委 員 会 告 示

高知県労働委員会告示第 2号

名称

中山優後

援会

岡崎たけ

る後援会

徳増寿子

後援会

森けんき

ち後援会

主たる事務所の

所在地

長岡郡本山町本

山416－ 1・416

－ 2

香南市野市町大

谷606

室戸市浮津二番

町65

高岡郡四万十町

上岡407

代表者氏名

苅谷　貴顕

中島　伊美

出間　和

堀本　伸一

政治団体

でなくな

った理由

解散

解散

解散

解散

届出年

月日

平26・

4・30

平26・

5・ 1

平26・

5・ 1

平26・

5・ 2

届出をし

た者の氏

名

森　健吉

主たる

事務所

の所在

地

高岡郡

四万十

町上岡

407

名称

森けん

きち後

援会

公職の

種類

四万十

町議会

議員

代表者氏

名

森　健吉

資金管理団

体でなくな

った旨の届

出年月日

平26・ 5・

2
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地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289

号）第 5条第 2項の規定により、職員が結成し、又は加入する労

働組合について、職員のうち労働組合法（昭和24年法律第174

号）第 2条第 1号に規定する者の範囲を平成26年 6 月 5日に認定

したので、次のとおり告示し、平成19年10月高知県労働委員会告

示第 3号（労働組合法第 2条第 1号に規定する者の範囲の認定）

は、廃止する。

平成26年 6 月27日

高知県労働委員会会長　下元　敏晴

高知市上下水道局の職員が結成し、又は加入する労働組合（組

合員である当該企業の職員が次の表に掲げる者のみに限られてい

るものを除く。）については、当該企業の職員のうち、次の表に

掲げる者

勤務箇所

上下水道

局

労働組合法第 2条第 1号に規定する者

統括技監、次長、課長、検査技監、副参事、課長

補佐、所長、場長、総務担当係長、財務担当係長

及び企画調整担当係長
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